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@耐震リフォームエ事完了証明書、耐震施エクリア証明書が建築士発行になる違

法施工を含法認定し、税金を免除させる為の証明書である、との民事訴訟は根本

から間違っているでしょう、税金逃れ詐欺なので刑事罰則適用でしょう、しかし、

確認済、検査済証明から偽造発行されている以上何の責任も間えませんよ

1、 石川禾口弘弁護士が「耐震リフォーム施工が正しく完了された事を設計士が数

万円の費用を受領し、証明書を発行してt｀ る事実を持ち"この耐震施工完了証明

書は税金を免除させる目的だけで発行された物で違法証明書である"と民事訴訟

を起こしているとの北海道新聞記事を読みました。この民事訴訟とやらは根本か

ら間違っています、この証明書で税金が免除されているが、耐震施工は正しく行

われていないと言うのであれば、詐欺罪適用、脱税犯罪で、民事訴訟事件では先

ず無いでしょう」

2、 次の実例を添えた重人問題も何も理解されていませんじね、根本を正しく押

さえ知つた上で法律業務をするべきですが、そんな能力が無いのでしょう。

@そもそも"確認済、検査済証明書が違法、欠陥詐欺施工でも含法認定されて発

行されている、東日本ハウス施工、局」紙一式当家書類が証拠です。当家は新築時

点で金融公庫融資住宅で有りながら、一階高基礎部分から寸法不足が際立った違

法施工を含法認定されていて、リフォームエ事で確認申請を出したら、違法施工

部分の図面を私に手書きで修正させて"リ フォームエ事用確認済証が有料発行さ



れました。しかし別紙の通りこの偽造公文書三通り発行ではリフォームエ事は実

施不可能となつています、国が偽造の確認済検査済証明を発行し、通しているの

です、建築士が発行する証明書がどうで有れ、元々の施工から詐欺犯罪で含法認

定されているのです、耐震リフォームの含否認定責任は間えませんよ。

:耐震リフォームと言うが"元々の建物施工でどの程度強度が備わつているか誰

も分からない、例えば平成 8年頃ミサワホーム他が ドイツから輸入した集製材は

ホルムアルデヒドを排除した接着剤を使用した結果、接着強度が失われていた、

この本材を使用して 1200棟 住宅が建設された"が、手の施しようが無かつた、

一等以上の本材を躯体に使用していない建物も無数にある、鉄筋が」 IS規格外

施工もざらである。

;日本中の多くの住宅は"平成 12年、建設大臣告示、地体カクリア基準から守

られず建てられ続け、この事実を知つた上で建築主事は確認済、検査済み公文書

証明書を発行し続けている"鉄とコンクリー ト素材支持杭は産業廃棄物処理法違

反で打ち込まれている事実も有るし、相沢コンクリー ト製支持杭は"三階建てま

での住宅の場合、支持層まで届かせず打ち込まれ、摩擦力も加味してあると虚偽

の支持カクリア認定されて通っている、ミサワ、三井、土屋等大手の住宅からで

す"重大なのはこうこうした犯罪各種公式追求でしょう。

:元々の建物施工が"建築基準法を正しくクリアせずでも確認済、検査済/AA文書

証明書が発行されて通っているのに、誰が耐震リフォーム基準を満たしただの満

たさないだの正しく分かるか"耐震強度をこの数値でクリアしたと公式に証明す

る建築士こそ詐欺行為者です。

3、 耐震リフォーム完了証明書が偽でも税金が免除されているが"当家は一階 R

C,二、三階木造作りの住宅だが"本造三階建てとされて、長年固定資産税が (安

く)課せられ続けて来た、金融公庫火災保険事業者が火災保険もこの違法契約だ

った事実に最近気づいて教えてくれました"火事になれば当然正しい金額の火災

保険は下りなかつたのです、実際の評価額の 7割程度しか火災保険が掛けられて

いませんから"こ うした事実が示すように、建築士が発行する程度の証明書は実

務上塵程度の代物です、建築主事発行含法住宅証明公文書が偽者だと言う真実の

前では些事ですよ。



平成 23年 5月 16日

有限会社 HA ハウス リメイク

取締役 山本 弘明 様

株式会社 北 日本メデ ィカ

代表取締役 櫻井 男

いす式階段昇降機 ご注文の件

本年 5月 6日 に、ご署名 と押印をいただくため注文書をお預けしましたが、下記の理由に

より、契約締結をお断 りさせていただきます

0 5月 6日 にお渡ししました注文書に、後日御社にて加筆された内容では、当社の設計図

面での設置は不可能であるため.

昇降機確認申請図面 (注文書添付の図面)は、実在の階段に対応する昇降機の設計図で

すが、御社のご希望される建物の図面に対応する製品施工をすることでは安全が確保で

きません。

また、昇降機の確認申請と異なる設置はできません.
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明証

下記の建築物の検査済証が、発行されていることを証明願います。

建 築 主 住 所  ホL幌市東区東苗穂4条 1丁 目7-29

建 築 主 氏 名

建  築  地

確 認 済 証

交 付 年 月 日

確 認 済証番号

検 査済 証番号

工 事 完 了

検 査 年 月 日

用    途

山本 弘明

札幌市東区伏古2条4丁 目8-5

平成 1年 1月 11日

自諄           87552

舅目           13842

平成 1年 3月 9日

専用住宅

号
　
　
号

平成 23年 4月 6日

働 て先)札 幌 市 長

住所 ♯仁ャLキ_LE在 ち 2427』 》言 ノゃダ

申請者
 氏名 ↓ヘ ノト__14_1111 印

上記のとおり相違ないことを証明します。

平成 23年4月 6日

札築管証明 第 223号

札幌市長 上 田
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第五号様式 (第二条、第二条の二、第二条関係)(A4)

建築基準法第 6条 第 1項 の規 定に よる

確 認 済  証

有限会社エ ッチエイハ ウス リメイ

取締役  山本 弘明 様

キL幌 市建築主事 釣部 秀一

下記 に よる確認 申請書 に記載 の計画 は、建築基準格第 6乗 第 1項
の建築基準 関係

規定 に適合 してい ることを証 明す る。

記

1.申 請年月 日   平成 23年 4月 1日

2.建 築場所 、設置場所 又は築造場所

ホL幌 市東区伏古 2条 4丁 目 3-5
3.建 築物、建築設備著 しくは工作物又はその部分の概要

階段昇降機 乗用 1基

(注意)こ の証は、大切に保存しておいてください。
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第人号様式 (第一条の二、第二条、第二粂の二、第二条の三関係)(昇降機用)(A4)

確認申請書 (昇降機 }

(第一面)

建築基準法第 87条の2において事用する同法第 6条第 1項又は第 G条の 2第 1五の規定
による確認を申請します。この申請書及び添付図書に記載の          りません。

凛 t i〆
建築主事          様

※手数料欄

※受付欄 ※決裁欄 ※確認番号欄

平成  年  月  日 平成  年  月  日

第 号 第 号

係員印 係員印

日T・ d
`1/〆
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注 文 書

株式会社 JL日 本メディカル に対 して、下記の内容にて商品を注文致 します。

商 品 名

注貰金額

取引条件

31被期 日

引渡場所

いす式階段昇降機・大同工業製・I:SB型
*詳 細は、図面 口仕様確認書・ジタログおよび見積書による

見積番号 150000089 図面F睾号 000075・BA
l台

il
7う〔`.000円 (消費税別) 税遠    7871500円

現金振込み確認後、商品工場出荷

お打ち合わせによる (平成 23年 5月 20日 )

租1幌市東区伏古 2条 4丁 目8番 14号

備

山本 弘明 様邸 電営舌 011・ 734・4000

考    ご注文の取 り消しに際しては、キャンセル料が発生致します。

商品到着予定日の 10日 前まで、契約金額の30%
7日 前まで、契約金額の70%
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